
 

 

与那原まちづくり推進協議会 

美化啓発活動実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、与那原町をもっときれいで住みやすい町にするために「町をきれいにする心」

を町内全域に広げるべく、本町にて美化清掃活動を企画・開催する団体に対し、清掃用具を提供す

ることにより、本町の美化啓発活動を推進及び促進することを目的とする。 

 

（美化啓発活動） 

第 2 条 本町の美化を啓発するために、清掃用具の支援を行う。清掃用具支援は、次の基本的要

件を満たすものに対して行う。 

 （１）要件の規模に関わらず、与那原町内の美化に寄与することとする。 

 （２）予想される結果が特定者のみの利益とならないものとする。 

 

 ２ 前項の場合、清掃用具の条件をそれぞれ設け、支援範囲内の清掃用具を提供する。 

   ゴミ袋（事務局指定のゴミ袋）  １回の開催につき、上限 100 枚 

  

 ３ 前項の清掃用具の上限を開催規模に応じ、協議の上、変更することができる。 

 

（申請） 

第３条 本要綱の事業は、主催者の実績及び申請に基づき実施するものとする。 

 

 ２ 申請後、事務局からの連絡をもって清掃用具を事務局（与那原町役場観光商工課）において

受け渡す。 

 

（実施報告書の提出） 

第４条 美化清掃活動終了後、15 日以内に実施報告書を提出するものとする。 

 

 ２ 報告書等の内容に関し、事務局が不十分と認めたときは修正を求めることができ、修正を求

められた申請者は、この修正を速やかに行わなければならない。 

 

（その他） 

第５条 この要綱の各条項の解釈について疑義が生じたときまたは、定めが無い事項については、

正副会長会にて協議の上、決定する。 

 

 

附 則 

  この要綱は、令和元年 12 月 24 日から施行する。 

 

 


